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被収容者の余暇活動の援助等に関する訓令 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、被収容者の余暇活動の援助等を適正に行うため必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、刑事収容施設及び被収容者等の

処遇に関する法律（平成１７年法律第５０号。以下「法」という。）にお

いて使用する用語の例による。 

（自己契約作業の相手方の選定） 

第３条 自己契約作業の契約の相手方は、刑事施設の長が指定する刑事施設

の外部の事業者とする。 

２ 刑事施設の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の指定

を行わないものとする。 

⑴ 自己契約作業の契約の相手方となろうとする事業者の信用性に疑義が

あるとき。 

⑵ 自己契約作業の契約の相手方となろうとする事業者が提供する作業の

安全性に疑義があるとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、自己契約作業の契約の相手方となろうと

する事業者との自己契約作業を許すことにより、刑事施設の規律及び秩

序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。 

（自己契約作業の許可の基準） 

第４条 刑事施設の長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、被収

容者に対し、自己契約作業を行うことを許すものとする。 

⑴ 被収容者の勤労意欲、能力その他の事情を考慮し、自己契約作業を行

うことが可能であると見込まれる者であること。 

⑵ 受刑者にあっては、法第９２条又は第９３条に規定する作業を行って

いること。 



⑶ 法第９２条又は第９３条に規定する作業の量の確保に支障を生じさせ

るおそれがないこと。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、被収容者に自己契約作業を行うことを許

すことにより、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を

生ずるおそれがないこと。 

（自己契約作業の援助） 

第５条 刑事施設の長は、請負契約の締結その他の自己契約作業に必要な事

務処理について、必要に応じ、援助を行うものとする。 

２ 刑事施設の長は、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則（平成１８

年法務省令第５７号。以下「規則」という。）第１３条第１項に規定する

措置として、被収容者が自己契約作業を行う場合には、次に掲げる事項に

ついて援助を行うものとする。 

⑴ 作業場所の提供 

⑵ 原材料、器具、製品等の保管及び保管場所の確保 

⑶ 原材料、器具、製品等の搬出入 

⑷ 必要に応じた作業実施上の指導又は機械若しくは器具類の貸与 

⑸ 必要に応じた作業実施上の連絡調整 

（知的、教育的及び娯楽的活動等の援助） 

第６条 刑事施設の長は、規則第１３条第１項に規定する措置として、必要

に応じ、集団で行う余暇時間帯等における知的、教育的及び娯楽的活動並

びに運動競技の実施についての企画を行うものとする。 

２ 刑事施設の長は、規則第１３条第１項に規定する措置として、必要に応

じ、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資する資格の取得について、

その資格試験の実施主体から試験の委託を受ける等の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

３ 規則第１３条第２項の規定により教育的活動の費用の全部又は一部を国

庫の負担とする基準等については、矯正局長が定める。 

（準用） 

第７条 この訓令中の受刑者に関する規定は労役場留置者について、受刑者

以外の被収容者に関する規定は監置場留置者について、それぞれ準用する。 

附 則 

１ この訓令は、法の施行の日（平成１８年５月２４日）から施行する。 

２ 昭和２４年３月２５日付け矯総甲第５１８号法務行政長官通牒「通信教

育実施基準について」は、廃止する。 

附 則〔平成１９年法務省矯総訓第３３６１号大臣訓令〕 

この訓令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する

法律（平成１８年法律第５８号）の施行の日（平成１９年６月１日）から施



行する。 

 


